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議案第52号

　　　福岡市職員定数条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ６年 ２月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、学級数の増加等に伴う教職員の増員及び子育て家庭への支援

に係る体制強化、救急隊の増隊等に伴う増員並びに世界水泳選手権福岡大会の終了、事務事

業の見直し等に伴う減員のため、職員の定数を改める必要があるによる。

　　　�福岡市職員定数条例の一部を改正する条例

　福岡市職員定数条例（昭和27年福岡市条例第10号）の一部を次のように改正する。

　第 ２ 条第 １ 項第 １ 号中「6,308人」を「6,333人」に、「681人」を「688人」に改め、同項

第 ２号中「9,369人」を「9,586人」に、「8,343人」を「8,558人」に改め、同項第 ８号中「558

人」を「560人」に改め、同項第 ９号中「1,119人」を「1,134人」に改め、同項中「合計　　

17,917人」を「合計　　18,176人」に改める。

　　　附　則

　この条例は、令和 ６年 ４月 １日から施行する。


